
八潮市契約規則の一部を改正する規則 

八潮市契約規則（平成７年規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

第２１条第１号中「１３０万円」を「２００万円」に改め、同条第２号

中「８０万円」を「１５０万円」に改め、同条第３号中「４０万円」を「

８０万円」に改め、同条第４号中「３０万円」を「５０万円」に改め、同

条第６号中「５０万円」を「１００万円」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和７年７月１日から施行する。 


